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１ 開会 

２ 会長あいさつ 

３ 議長選出 

 

４ 議事録署名人の選出 

５ 議事 

「議案第１号」 
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開会宣告（９：００） 

あいさつ 

農業委員会会議規則の規定により議長は会長が務める旨報告。 

（会長が議長となり、以後の議事を進行） 

議事録署名人の選出についてですが、寺田委員、長谷部委員のご両名にお願いいたします。 

それでは、これより議事に入ります。 

はじめに『議案第１号』農地法第３条第１項の規定による許可申請書に対する審議について、を議題とい

たします。 

事務局より説明をいたさせます。 

議案第１号「農地法第３条第１項の規定による許可申請書に対する審議について」ご説明申し上げます。 

議案書の１ページをお願いいたします。議案第１号は、３件となっております。 

進行番号１でございますが、馬見塚○○○番地 有限会社○○○○○○○○○○ 取締役 ○○ ○○さん

が、南河原○○○番地○ ○○ ○○さんが所有する南河原字西田○○○○番、地目：田、４０２㎡ 外１５

筆、計２万５，４０８㎡について、経営の拡大を図るため、売買により所有権の移転を行おうとするもので

ございます。 

場所につきましては、位置図の１ページと２ページをご覧ください。河原神社の周辺及び南河原中学校の

東に位置する南河原地内のご覧の農地でございます。 

次に進行番号２でございますが、荒木○○○○番地 社会福祉法人○○○ 理事長○○ ○さんが、個人で

所有している荒木字新堀○○○○番○、地目：畑、１，０５１㎡ 外２筆、計２，０６９㎡について、障害

福祉サービス事業の一環として、園芸療法を取り入れるため、使用貸借により農地を借りようとするもので

ございます。今回のケースは、農地法の中の不許可の例外規定に該当し、社会福祉法人など営利を目的とし

ない法人で、その法人の目的に係る業務の運営に必要な施設の用に供するものであれば借入や購入ができ、

また、この場合は下限面積要件も適用されないことになっております。 

事業計画では、オリーブとハーブ類の栽培を見沼園の利用者が日中活動として、週１～２日の活動に取り

組むとなっており、こちらの例外規定に該当するものと思慮されます。 

場所につきましては、位置図の３ページをご覧ください。斜線部分の一番上の細長い筆を抜かした他の部

分で見沼園の南東に位置する荒木地内のご覧の農地でございます。 

なお、位置図では建物があるように見えますが、現在は全て撤去されており、畑になっております。 

次に進行番号３でございますが、斎条○○○番地 ○○ ○○さんが、○○○○○○○が所有する斉條字両
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半○○○番、地目：田、５４２㎡について、経営の拡大を図るため、売買により所有権の移転を行おうとす

るものでございます。 

場所につきましては、位置図の４ページをご覧ください。県道熊谷羽生線に接する斎条地内のご覧の農地

でございます。 

以上、議案第１号について、事務局で農地法第３条の許可基準を審査すると共に、現地の耕作状況等を調

査しましたところ、いずれも許可相当と思慮されることからご提案するものでございます。 

以上、説明とさせていただきます。 

事務局から議案第１号についての説明がございました。何かご意見、ご質問等がありましたら、お願いい

たします。 

（なし） 

ご意見、ご質問等がないようですので、議案第１号につきましては、原案のとおり承認に賛成の委員は挙

手を願います。 

（全員挙手） 

挙手全員と認めます。よって議案第１号は承認することといたします。 

次に、『議案第２号』農地法第４条第１項の規定による許可申請書に対する審議について、を議題といたし

ます。 

事務局より説明をいたさせます。 

議案第２号「農地法第４条第１項の規定による許可申請書に対する審議について」ご説明申し上げます。 

議案書の２ページをお願いいたします。議案第２号は３件となっております。 

進行番号１でございますが、東京都小平市学園東町○丁目○番○○―○○○号 ○○ ○○さんが、自己所

有の若小玉字六本木○○○○番○、地目：畑、４６４㎡について、住宅１棟、９１．９２㎡を建築するため

の敷地にしたいとして申請があったものでございます。 

申請人は、現在東京都小平市内で準婚の妻が所有するマンションで生活しておりますが、定年退職を機に

生まれ育った実家近くで過ごしたいと考え、住宅の建築を計画し、申請に至ったものでございます。申請地

は、集落に接する農地であることから、申請事由も妥当であると思慮されます。 

場所につきましては、位置図の５ページをご覧ください。星川の西に位置する若小玉地内の集落に接する

農地でございます。 

次に進行番号２でございますが、埼玉○○○○番地 ○○ ○○さんが、自己所有の埼玉字片原通○○○○

番○、地目：畑、３１㎡について、物置１棟、６４．７０㎡を建築するための敷地にしたいとして申請があ
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ったものでございます。 

申請人は、申請地の隣接地で生活しておりますが、物置の建築を計画し敷地を調査したところ、建築基準

法の接道要件を充たしていないことが判明したため、今回申請に至ったものでございます。申請面積は、接

道要件を充たすための最低限の面積であり、また、転用することによる周囲への影響もないことから、転用

はやむを得ないものと思慮されます。 

場所につきましては、位置図の６ページをご覧ください。県道騎西鴻巣線に接する埼玉地内の集落内農地

でございます。 

次に進行番号３でございますが、荒木○○○○番地○ ○○ ○さんが、自己所有の荒木字新堀○○○○番

○、地目：畑、１３６㎡について、駐車場敷地の進入路にしたいとして申請があったものでございます。こ

の駐車場は近所の○○○が利用しますが、整備は個人で行い、使用貸借で法人に貸すということでございま

す。 

申請人は、○○○の理事長を務めておりますが、既存の駐車場が常に一杯であることから、新しい駐車場

を申請地の東隣りに所有する土地に計画いたしました。しかし、北側に接する市道が狭く、車両の出入りが

出来ないことから、進入路を設けるため、今回の申請に至ったものでございます。申請地は集落内に介在す

る農地であり、また、転用することによる周囲への影響もないことから、転用はやむを得ないものと思慮さ

れます。 

場所につきましては、位置図の３ページをご覧ください。斜線部分の一番上の細長い筆で○○○の南東に

位置する荒木地内の集落内農地でございます。なお、東側の白抜きの箇所が駐車場用地となります。 

以上で議案第２号の説明を終わりますが、去る１月２０日、現地調査をしていただいておりますので、宮

﨑委員にご報告をお願いいたします。 

去る１月２０日、私と町田委員並びに事務局職員２名において、現地調査を実施いたしました。事務局か

ら申請地の概要説明を受けた後、申請地すべてにおいて現地確認を行ったところ、申請書どおりであり、許

可相当であると思慮されますことをご報告申し上げます。委員各位におかれましては慎重審議をよろしくお

願いいたします。 

事務局から議案第２号についての説明及び宮﨑委員から現地調査の報告がございました。何かご意見、ご

質問等がありましたらお願いいたします。 

（なし） 

ご意見、ご質問がないようですので、議案第２号につきまして、原案のとおり承認に賛成の委員は挙手を

願います。 
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（全員挙手） 

挙手全員と認めます。よって議案第２号は承認することといたします。 

次に、『議案第３号』農地法第５条第１項の規定による許可申請書に対する審議について、を議題といたし

ます。 

事務局より説明をいたさせます。 

議案第３号「農地法第５条第１項の規定による許可申請書に対する審議について」ご説明申し上げます。 

議案書の２ページをお願いいたします。議案第３号は、４件となっております。 

進行番号１でございますが、熊谷市別府○丁目○番地－○○○号 ○○ ○○さんが、父親である南河原○

○○○番地 今村 晃さんが所有する南河原字町○○○○番○、地目：畑、３１３㎡ 外１筆、計３７０㎡に

ついて、使用貸借により住宅１棟、７１．６４㎡を建築するための敷地にしたいとして申請があったもので

ございます。 

申請人は、現在、熊谷市内の借家で家族と共に生活しておりますが、実家で経営しているタイル建設業を

本格的に勉強しようと住宅の建築について父親に相談したところ、実家の近くである本件申請地について承

諾が得られたため申請に至ったものでございます。申請地は、集落に接する農地であることから、申請事由

も妥当であると思慮されます。 

場所につきましては、位置図の７ページをご覧ください。観福寺の北に位置する南河原地内の集落に接す

る農地でございます。 

次に進行番号２でございますが、桜町○丁目○○番○○号－○○○号 ○○ ○○さん外１名が、埼玉○○

○○番地 ○○ ○さんが所有する埼玉字稲荷通○○○○番○、地目：畑、４７０㎡について、使用貸借によ

り住宅１棟、７２．０４㎡を建築するための敷地にしたいとして申請があったものでございます。 

申請人は、現在、会社の家族寮で家族と共に生活しておりますが、子供も大きくなり寮では手狭になって

きたことから住宅の建築を計画したところ、本件申請地について承諾が得られたため申請に至ったものでご

ざいます。申請地は、集落に接する農地であることから、申請事由も妥当であると思慮されます。 

場所につきましては、位置図の８ページをご覧ください。埼玉中学校の南東に位置する埼玉地内の集落に

接する農地でございます。 

なお、北側の細長い敷地は水道管を引き込むためのものでございます。 

次に進行番号３でございますが、東京都港区南麻布○丁目○番○○号 ○○ ○○さんが、妻である○○ ○

○さんが所有する緑町○○○番○、地目：田、１，２２７㎡を使用貸借し、自己所有の緑町○○○番○、地

目：田、１，１７９㎡と合わせ、計２，４０６㎡について、貸有料老人ホーム１棟、７１３．４７㎡を建築
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するための敷地にしたいとして申請があったものでございます。なお、本来であれば４条申請となる自己所

有地と５条申請の使用貸借とで混ざっていますが、加須農林振興センターより５条申請１本にまとめてよい

との判断により、５条申請のみとなっております。 

申請人は、土地活用を考えたときに有料老人ホームであれば近隣に同じような施設が少なくニーズがあり、

また、社会貢献もできると考え、本件申請地での建設を計画し、申請に至ったものでございます。運営事業

は群馬県や埼玉県などで既に実績のある事業者が行うということですので、建物自体を事業者に貸し出すと

いうかたちになります。有料老人ホームの運営については県への届け出などが必要になりますが、事前相談

の審査の結果では既に選定されていることから実現可能性があり、また、申請地は集落内に介在する農地で

あることから、申請事由も妥当であると思慮されます。 

場所につきましては、位置図の９ページをご覧ください。県道行田東松山線の東に位置する緑町地内の集

落内農地でございます。 

次に進行番号４でございますが、大阪市中央区道修町○丁目○番○号 株式会社○○○○○○○○ 代表

取締役 ○○ ○○さんが、富士見町○丁目○○番地○○ ○○ ○○さんが所有する若小玉字中村○○○○

番、地目：田、１，２０９㎡ 外１筆、計１，４６０㎡について、売買により太陽光発電施設敷地にしたい

として申請があったものでございます。 

申請人は、大阪府に本社を置き、太陽光発電事業を全国的に展開しておりますが、新たな事業用地を探し

ていたところ、本件申請地について承諾が得られたことから、申請に至ったものでございます。事業計画で

は、太陽光パネルを計１６８枚設置し、その他発電設備等を整備するものでございます。発電容量は低圧の

４９.５kw、年間発電量が１０万１，４７６kwh で、設備の周囲を高さ１．２ｍのフェンスで囲い、感電事故

などの被害防止対策を講じるものでございます。事業計画を精査したところ、実現可能性があり、また、申

請地は集落内に介在する農地であることから、申請事由も妥当であると思慮されます。 

場所につきましては、位置図の１０ページをご覧ください。龍泉寺の南に位置する若小玉地内の集落内農

地でございます。 

以上で議案第３号の説明を終わりますが、去る１月２０日、現地調査をしていただいておりますので、町

田委員にご報告をお願いいたします。 

去る１月２０日、私と宮﨑委員並びに事務局職員２名において、現地調査を実施いたしました。事務局か

ら申請地の概要説明を受けた後、申請地すべてにおいて現地確認を行ったところ、申請書どおりであり、許

可相当であると思慮されますことをご報告申し上げます。委員各位におかれましては慎重審議をよろしくお

願いいたします。 
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６ その他 

 

議長 

 

 

議長 

 

 

議長 

 

 

主任 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

事務局長 

 

事務局から議案第３号についての説明及び町田委員から現地調査の報告がございました。何かご意見、ご

質問等がありましたらお願いいたします。 

（なし） 

ご意見、ご質問がないようですので、議案第３号につきまして、原案のとおり承認に賛成の委員は挙手を

願います。 

（全員挙手） 

挙手全員と認めます。よって議案第３号は承認することといたします。 

次に報告事項でございます。専決事項に関する報告になりますが、事務局から説明をいたさせますので、

お聞き取りいただきますようお願いいたします。 

議案書３ページをご覧ください。 

（１）につきましては、市街化区域内における転用でございます。 

市街化区域内における転用行為は届出の手続きとなっております。 

（１）「農地法第５条第１項第７号の規定に基づく農地転用届出書の専決について」でございます。 

本件は、３件の届出があり、転用目的は、自己用住宅、駐車場、建売住宅でございます。 

添付書類も完備されておりましたので、受理をしたものでございます。 

続いて、（２）「農地法第１８条第６項の規定による通知について」でございます。 

本件は、57 件の届出があり、利用権等により農地の貸し借りを解約した場合に農業委員会に対し、通知す

るものでございます。 

合意解約書が添付されておりましたので、受理をしたものでございます。 

また、57 番については大字が青柳となっておりますが、正しくは樋上でございます。 

さらに、58 番については 1 番と重複しておりますので、削除していただきますようお願いします。 

お手数ですが、修正のほどよろしくお願いします。 

以上で報告事項を終わります。 

事務局から報告事項についての説明がございました。報告事項となりますので、宜しくお願いいたします。 

以上ですべての議事についての審議並びに報告事項につきましては、終了いたしました。皆様のご協力に

よりまして、議事が円滑に進められましたことに感謝を申し上げまして、議長の職を解かせていただきます。

ありがとうございました。 

つづきまして、その他でございますが、事務局からご説明申し上げます。 

・農業委員及び農地利用最適化推進委員の募集について 



 

 

７ 閉会 

主任 

農政課主事 

事務局長 

・各配布物について 

・実質化された人・農地プランの更新について 

以上をもちまして、第３２回農業委員会を終了いたします。ありがとうございました。 

（１６：３９） 
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   この議事録に記載してある顛末に相違ないことを証するため署名する。 

 

     令和   年   月  日 
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